
 

 

 

社会福祉法人つつじ会 

石巻蛇田デイサービスセンター 

重 要 事 項 説 明 書  

 

 

 

 

○ 当事業所は、宮城県より介護保険の指定を受けております。 

介護保険事業所番号 ０４７０２００１８９ 

通所介護       指定年月日  平成１２年４月１日 

通所型介護サービス  指定年月日  平成１８年４月１日 

 

○ 当事業所は、原則として、要介護並びに要支援と認定された 

契約者（利用者）に介護福祉施設サービスの提供をいたしま 

す。 

 

○ 事業所の概要や提供しますサービス内容及び契約上ご注意い 

ただきたいことをご説明いたします。 
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第１ 事業者 

１ 法 人 名   社会福祉法人つつじ会 

２ 法人所在地   宮城県石巻市蛇田字小斎６１番地１ 

３ 電話番号    ０２２５－２２－８１７７ 

４ 代表者氏名   理事長 土井 一美 

５ 設立年月日   平成１０年 ４月 １日 

 

第２ 事業所の概要 

１ 事業所の種別  指定通所介護事業所      平成 12年 4月 1日宮城県第 0470200189号 

         指定通所型介護サービス事業所  平成 18年 4月 1日宮城県第 0470200189号 

 

２ 事業所の目的   当事業所は、介護保険法令に従い、利用本人契約者（以下「利用 

者」という。）が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生

活を営む事ができるように支援することを目的として、利用者に介護

サービスを提供します。 

３ 事業所の名称  石巻蛇田デイサービスセンター 

４ 事業所の所在地 宮城県石巻市蛇田字小斎６１番地１ 

５ 電話番号等   0225-22-8177   FAX  0225-22-8130 

６ 管理者      石渡 博之 

７ 開設年月日   平成１０年 ４月 １日 

８ 事業の実施地域 通常の実施地域は、別紙１に掲げる石巻圏域町名・字名一覧表のうち

○印を付した区域に限るものとする。 

９ 営業日及び営業時間 

営  業  日 
 月曜日から土曜日までとします。ただし、１２月３０日か

ら１月３日までを除きます。 

営 業 時 間  午前８時３０分から午後５時３０分までとします。 

サービス提供時間  午前９時１０分から午後４時２０分までとします。 

10 利用定員   ３５名 

 

第３ 事業所の職員の配置状況等 

１ 職員の配置状況 

  当事業所では、利用者に対して介護サービスを提供する職員は、次表に掲げる職種の 

職員を配置しおります。なお、職員は一部兼務となります。 

職    種 指定基準 配置人員 

管理者 １  名 １  名 

生活相談員 １名以上 ２  名 

介護職員（内 1名以上生活相談員兼務） ５名以上 ８  名 

看護師（内１名以上機能訓練指導員兼務） １名以上 ３  名 

機能訓練指導員（内１以上名看護師兼務） １名以上 兼務３名 
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２ 主な職員の勤務体制等 

職   種 勤 務 体 制 

生活相談員 

介護職員 

勤務時間：午前８時３０分から午後５時３０分 

職員一人当たり利用者５名のお世話等をします。 

看護師 
勤務時間：午前８時３０分から午後５時３０分 

２名の看護師が勤務します。（内２名機能訓練指導員兼務） 

３ 事業所の設備及び備品等は、共用で使用するものとする。 

 

第４ 提供するサービス内容と利用料金 

１ 提供するサービス内容 

（１） 入浴（加算費あり） 

（２） 排泄 

（３） 送迎（基本料金に含む） 

（４） 口腔ケアサービス 

（５） アクティビティサービス 

（６） 介護サービス・生活相談援助 

２ 利用料金 

（１） 通所介護 

  ア 基本料金 

該当区分 

１割負担 

所 要 時 間 

５時間以上６時間未満 ６時間以上７時間未満 ７時間以上８時間未満 

要介護１ ５７０円 ５８４円  ６５８円 

要介護２ ６７３円 ６８９円  ７７７円 

要介護３ ７７７円 ７９６円  ９００円 

要介護４ ８８０円 ９０１円 １，０２３円 

要介護５ ９８４円 １，００８円 １，１４８円 

２割負担 ５時間以上６時間未満 ６時間以上７時間未満 ７時間以上８時間未満 

要介護１ １，１４０円 １，１６８円 １，３１６円 

要介護 2 １，３４６円 １，３７８円 １，５５４円 

要介護 3 １，５５４円 １，５９２円 １，８００円 

要介護 4 １，７６０円 １，８０２円 ２，０４６円 

要介護 5 １，９６８円 ２，０１６円 ２，２９６円 

3割負担 ５時間以上６時間未満 ６時間以上７時間未満 ７時間以上８時間未満 

要介護１ １，７１０円 １，７５２円 １，９７４円 

要介護 2 ２，０１９円 ２，０６７円 ２，３３１円 

要介護 3 ２，３３１円 ２，３８８円 ２，７００円 

要介護 4 ２，６４０円 ２，７０３円 ３，０６９円 

要介護 5 ２，９５２円 ３，０２４円 ３，４４４円 
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イ 加算費 

加算サービス 加算料金 備      考 

入浴介助加算（Ⅰ）  ４０円 一般浴、機械浴どちらでも同額です。 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 

 

 ５６円 

 

機能訓練指導員（看護師）が個別に計画

書を作成し、機能訓練を行います。１日

につき加算されます。 

サービス提供体制強化加算

（Ⅰ） 

 ２２円 介護職員のうち、介護福祉士の資格を有

する者が７０％以上在籍しています。 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 基本料金及び算定加算により算定した単位数の１０００

分の９２に相当する単位 

 

（２） 介護予防・事業対象者 通所介護 

  ア 基本料金 

該当項目 
基本料金 

（送迎・入浴料金含む） 
備     考 

要支援１・ 

総合事業１割 

１，７９８円 月４回程度の利用 

2割 ３，５９６円 〃 

3割 ５，３９４円 〃 

要支援２・ 

総合事業１割 

３，６２１円 月８回程度の利用 

２割 ７，２４２円 〃 

３割 １０，８６３円 〃 

 

イ 加算費 

加算サービス 加算料金 備   考 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 

要支援１ 
８８円 １月につき基本料金に加算 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 

要支援２ 
１７６円 １月につき基本料金に加算 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 基本料金及び算定加算により算定した単位数の１０００分

の９２に相当する単位 

３ 介護保険の給付の対象外となるサービスと利用料金 

（１） 食事の提供 

   利用者に提供する食材料費及び調理に係る費用。 

     食費：１回あたり    650円（おやつ代含む） 

当事業所では、管理栄養士（又は栄養士）の立てる献立表により、栄養並びに利用

者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。なお利用者の身体の状況

に応じて、職員が食事摂取を介助いたします。 
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食事時間 １２：００～１３：００（ただし、利用者の身体状況等に合せ摂取時間

に幅をもたせております。） 

（２） レクリエーション等余暇活動の参加費 

    利用者の希望によりレクリエーションや余暇活動に参加して頂くことができます。 

（３） 複写物の費用 

   ご契約者は、サービス提供について記録をいつでも閲覧できますが、コピーを必要 

とする場合にはコピー等にかかる実費をご負担していただきます。 

     コピー：１枚につき     １０円 

（４） 日常生活上必要となる諸費 

   利用者が当事業所に用意してある下記の日常生活品を使用した場合には、実費ご負 

担していただきます。ただし、現物返還も受付けております。 

     料金  リハビリパンツＭ    ：１枚につき   １４０円 

         リハビリパンツＬ、ＬＬ ：１枚につき   １７０円 

         紙オムツＭ，Ｌ、ＬＬ  ：１枚につき   １５０円 

         プラット        ：１枚につき    ５０円 

尿取りパット      ：１枚につき    ３０円 

（５） その他                                

経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更するこ

とがあります。その場合、事前に変更内容と変更する事由について、変更を行う２か

月前までにご説明いたします。 

４ 利用状況のお知らせ及び利用料金のお支払い方法 

（１） 血圧・体温測定、特変事項などのその日の利用状況、施設からのお知らせ等は利用

明細帳に記載します。 

（２）  第４の１に掲げる費用は、毎月月末にまとめて請求し、翌月の利用日にお支払い頂

きますようお願いいたします。 

５ 利用の開始、中止、変更及び追加 

ア 利用の開始にあたっては、別紙（重要事項説明同意書）に同意いただきます。 

イ 利用の前日に、利用者の都合により、通所介護サービス及び介護予防・生活支援サ

ービスの利用を中止、または変更もしくは新たなサービスの利用を追加することが

できます。この場合にはサービス実施日の前日までに事業所に申し出てください。 

ウ 利用予定日の前日までに申し出がなく、利用当日又は訪問してからの中止を申し出 

  た場合、もしくは連絡がなく不在の場合は、取消料として食事代分（650円）をい

ただきます 

エ サービス利用の変更及び追加の申し出に対して、事業所の営業状況により利用者の 

希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提供

して協議します。 

 

第５ 秘密保持等 

１ 職員は正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしませ 

  ん。 
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２ 本事業所の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らすことがないよう、職員との雇用契約において必要な措置を講じて

おります。 

３ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利

用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族の同意を、あらかじめ文書によりいた

だきます。 

 

第６ 苦情の受付について 

１ 当事業所における苦情の受付 

  当事業所における苦情の受付については「社会福祉法人つつじ会苦情解決要綱」に基 

づき、受付けます。その主な内容は次のとおりです。 

（１）  苦情受付担当者 阿部 茉莉 今井 麻菜美 

（２） 苦情解決責任者 石渡 博之 

石巻蛇田デイサービスセンター  

 宮城県石巻市蛇田字小斎６１番地１ 

 電話番号等 ０２２５－２２－８１７７ ＦＡＸ ０２２５－２２－８１３０ 

 受付時間  午前８時３０分から午後５時３０分まで（日曜日は除く） 

（３） 第三者委員 

渡邊 末男  

電話番号 ０２２５－９４－３０４０  

住  所 石巻市向陽町二丁目２２－１７ 

笹川 伊津子  

電話番号 ０２２５－９４－０６３３  

住  所 石巻市向陽町一丁目１６－４ 

木村 百合子 

電話番号 ０２２５－９５－７２５３  

住  所 石巻市あけぼの三丁目４－５ 

     

 

２ 行政機関の受付窓口 

石巻市介護保険担当課（市役所内） 

 石巻市穀町１４－１ 

 電話番号等 ０２２５－９５－１１１１ ＦＡＸ ０２２５－９２－５７９１ 

 受付時間  午前８時３０分から午後５時００分まで（土・日・祝日は除く） 

 

国民健康保険団体連合会 

 仙台市青葉区上杉一丁目２番３号 

 電話番号等 ０２２－２２２－７７００ ＦＡＸ ０２２－２２２－７２６０ 

 受付時間  午前９時００分から午後４時００分まで（土・日・祝日は除く） 
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宮城県社会福祉協議会 

 仙台市青葉区本町三丁目７番４号 

 電話番号等 ０２２－２２５－８４７６ ＦＡＸ ０２２－２６５－４４６９ 

 受付時間  午前８時３０分から午後４時００分まで（土・日・祝日は除く） 

 

３ 第三者評価機関の実施状況は未実施。 

 

第７ 虐待防止 

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待・身体拘束等の防止の為次の措置を講ずるものと

する。 

（１）虐待や身体拘束を防止するための従業者に対する研修や委員会の設置。 

（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

（３）その他虐待・身体拘束防止のために必要な処置 

２ 事業者はサービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族当高齢者を現

に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報するものとする。 

 

第８ 感染症対策  

感染症対策委員会を設置し衛生管理健康管 理等の予防対策と発生時の対策を

整備し感染症の発生時に備えて感染症の発生を確認した場合早急に感染症拡大

を防ぐ対策を講じ蔓延防止に努める。 

 

第９ 勤務体制の確保 

（１） 認知症患者が今後増加する事を踏まえ、認知症についての理解の下、本人主体の介

護を行い認知症の人の尊厳の確保する為、無資格者への認知症介護基礎研修の受

講の実施を行ものとする。 

（２） 事業者の職員もしくは利用者へ各ハラスメントなど行為の防止の為、相談・被害防

止・被害者への配慮・介護現場におけるハラスメントへの取り組みを実施するもの

とする。  

  

第１０ 事故発生時の対応 

１ 利用者に対する事故が発生した場合は、速やかに市町村及び利用者の家族等に連絡を

すると、ともに、施設のマニュアルに基づき、必要な措置を講じます。 

２ 利用者に対する通所介護及び介護予防通所介護の提供により賠償すべき事故が発生し 

た場合には、損害賠償を速やかに行う。ただし、事業所の責に帰すべからざる事由に

よる場合は、この限りではない。 

 

第１１ 非常災害対策 

   事業所は、「社会福祉法人つつじ会消防計画書」に基づき、非常災害に備えるため、 

   定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 
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第１2 ［サービスご利用に際してのお願い］ 

 (1) お茶やお菓子など、お心付けなどは一切ご不要です。 

 (2) 訪問の際はペットをゲージに入れる、リードにつなぐなどの配慮をお願いします。 

 (3) 見守りカメラの設置、職員の写真を撮影する場合、個人情報保護法に準じて事前に職

員本人の 同意を受けてください。 

 (4) ハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合

は、サービス中止や契約を解除することもあります。 

 (5) 訪問中の喫煙はご遠慮ください。  

 

［サービス利用にあたっての禁止事項について］  

(1) 事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。  

(2) パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。  

(3) サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断でＳＮＳ等に掲載すること。 
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重要事項説明同意書 

 

 

 

令和    年    月    日 

 

    通所介護サービス並びに通所型介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づ

き重要事項の説明をいたしました。 

 

 

 説明者事業所名   石巻蛇田デイサービスセンター 

 説明者職・氏名                    印 

 

 

   私は、本書面に基づいて上記の者から重要事項の説明を受け、 

 

通所介護サービス ・ 通所型介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

 

利用本人契約者   住所                      

 

                    氏名                 印 

 

利用代理契約者   住所                                  

 

              氏名                 印  

          （利用者との関係           ） 

（代筆した理由            ） 

利用家族代表者   住所                    

           

          氏名                 印 

          （利用者との関係           ） 

 


